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こんな点に注意す
ればいいんだな…

　中心市街地の中でも、特に
こういう区域は高度利用を進
める必要があるんです！

なるほど！

● 特例容積率適用区域の中の敷地ＡとＢ
の土地所有者が申請します

● 敷地ＡとＢは指定された特例容積率の
限度内で建築を行ないます

● 前面道路幅員による容積率の限度や、
道路斜線等は従来通りの制限を受けます

● 特定行政庁が敷地ＡとＢに対して特例
容積率を指定します

● 敷地ＡとＢの指定内容を公告・縦覧し
ます

　（特例容積率の限度や特例敷地の位置等）

● 第3者の土地取引きの安全を図るため、
宅地建物取引業法に基づく重要事項説
明の対象となります

・都市計画で定められた容積率と異なる容積率を特例で定める
ものです

・特例容積率の指定にあたっては、高容積の敷地、低容積の敷
地について、土地利用の合理性が必要です

・高度利用地区、特定街区、再開発等
促進区などの決定は想定されていま
せん。

・市街地再開発事業については、特例
容積率適用区域での事業は想定され
ていません。

※商業地域に関する都市計画の決定事項の１つ
として、用途地域を決定するものが定めます

高容積の
敷地

高度利用を図ることが望
ましい土地である

都心商業地の中で低容積
の土地利用が望ましい

低容積の
敷地

次のような容積率の移転も可能です

特例容積率適用区域では、容積率を緩和する他の都市
計画制度は併用できません
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ＡとＢの容積率の余剰
分をＣに集約する

Ｃの容積率の余剰分をＡ 
とＢに分けて移転する

過密な都心でのオープン
スペースとして駐車場を
位置付ける

緑の多い公共公益施設を
都心の中に残しておく

街並みを統一した界わい性の
ある商店街づくりを行なう

余剰の容積率
を有効利用

余剰の容積率
を有効利用

商店街と連携し
て集客力のある
核施設を整備

合築などで多く
の人が利用でき
る便利な場所で
公共のサービス
施設を充実
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土地利用の合理性が必要です！

2つ以上の敷地間で定めることができます！

他の都市計画制度は併用できません！

特例容積率適用区域の指定と
　　　　　制度活用にあたっての留意点

特例容積率適用区域制度はこんな地区で効果的です！

特例容積率適用区域制度はこんな手順で進められます！

1.市が都市計画に区域を定めます 2.特例容積率を定めます 3.特例容積率での建築ができます


